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第４章 各地域で賃金・物価の好循環が進むために 

（本レポートのまとめ） 

 
最後に、本レポートのまとめとして、前章までの議論を総括して、（１）各地域で賃金・物価の

好循環が生じているか、（２）各地域で賃金・物価の好循環が進むために求められる方策、につい

て検討したい。 

 

（１）2024年の物価上昇率及び賃上げの状況 

（大手製造業が立地する地域で高い賃上げによる平均所得向上が期待されるも地域差が存在） 

2024年の賃上げの状況について、春闘の賃上げ率（定昇込み）を地域別の状況をみると、全国

平均5.08％、各地域でおおむね３～６％台と高い妥結結果となっている。一方、物価の動向をみ

ると、消費者物価は足下で緩やかに上昇し、上昇率には地域による差異がそれほど見られない。

今後、春闘の結果が賃金に反映されていくことにより、各地域で物価上昇率を上回る賃金上昇の

実現が期待される。ただし、地域ごとに異なる賃上げの状況や物価動向には留意が必要である（図

表４－１）。 

賃上げの地域差については、特に、群馬県・広島県など大手製造業が立地する地域で、全国平

均を上回る妥結結果となっている。こうした地域では労働組合加入率も高い傾向にあるため、今

後高い賃上げによる平均所得向上が期待される。 

また、青森県・山形県・島根県などでは、妥結結果が全国平均を下回るとともに、相対的に労

働組合加入率も低く、春闘が平均賃金の上昇に寄与する度合いが限られる可能性がある。こうし

た地域では、診療報酬等における加算措置等を通じた医療・福祉分野の賃上げ促進など、組合加

入率の低い産業や、中小企業への幅広い賃上げの浸透が特に重要となる。 

一方、足下の消費者物価上昇率には地域による差異がそれほど見られないが、光熱費・家賃・

交通費などの消費支出の比率は、他の費目と比べて地域間での差が大きく、またこれらの費目は

地域別に価格動向が異なることから、今後価格変動がある場合に地域ごとの異なる影響を注視す

る必要がある。また、上述のように、地方部では、食料品等の必需品への支出の増加が、被服・履

物や教養娯楽といった項目の支出抑制につながっていることがうかがえ、今後必需品での価格上

昇に伴う支出の増加が続けば、大都市よりも小都市・町村において、防衛的な意識がより強まり、

裁量的な項目の支出抑制が顕著になる可能性がある点も注意を要する。 
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図表４－１：各地域の賃金上昇と物価上昇の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）１．各地方連合会ＨＰ及びヒアリングにより作成。 

２．６月21日までに公表・ヒアリングした値。 

  

製造業けん引型

北関東（群馬県：6.48％、栃木県：5.25％）

広島県：6.04％

妥結結果が全国平均を下回り、

相対的に労働組合加入率も低い地域

物価面のリスク要因

光熱費（電気・ガス代）・家賃・交通費（ガソリン等）は消費支

出の比率に地域差があり、地域ごとに価格動向も異なる。

特に、生活必需品（食料品、光熱費、交通費）の価格上昇に伴う

支出増加が続けば、地方では裁量的な項目（教養娯楽等）への支

出抑制が顕著となる可能性があり、注意を要する。

※８～10月については電気・ガス料金補助が行われる予定

6.48

3.00
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（２）各地域で賃金・物価の好循環が進むために求められる方策 

（価格転嫁対策と賃上げ・生産性向上に向けた取組の継続） 

約30年ぶりの高い水準の妥結率となった今年春闘の流れの継続・拡大に向けては、労務費増加

分の適切な価格転嫁を推進していくことが非常に重要となる。このため、「労務費の転嫁のための

価格交渉に関する指針」の周知徹底と交渉用フォーマットの展開・活用を促すとともに、大企業

と中小企業の共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」の拡大を全国的に進め、サプライ

チェーン全体での協力拡大という新たな商慣行の定着に向けた意識改革を進めていく必要がある。 

各自治体は、「パートナーシップ構築宣言」の拡大に向け、宣言企業への補助金加点といった政

策的インセンティブの導入を進めている。例えば、「パートナーシップ構築宣言」への登録率が高

い福井県（図表４―２）では、登録企業であることを要件化した補助金メニュー（「企業活動分析

による収益力強化事業補助金」等）を充実させることで登録企業数を増加させている。このよう

なインセンティブ政策も活用しつつ、各地域まで価格転嫁への意識改革を浸透させていくことも

重要な取組となる。 

 

図表４－２：都道府県別にみたパートナーシップ宣言登録企業数と登録率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした価格転嫁対策とあわせて、中小企業を中心に生産性向上を進め、企業の稼ぐ力を強化

していくことが求められる。このため、政府としても 

① 賃上げ促進税制の拡充（中小企業向けに、赤字法人においても、賃上げ実施企業が将来収益が

出た際に税額控除が受けられる繰越控除制度（最大５年）を創設等） 

② 中小企業省力化投資補助金（簡易で即効性のあるカタログ型省力化投資支援） 

③ 中堅・中小企業の成長投資補助金 

（工場等の拠点新設・大規模設備投資を支援する新たな補助制度） 

といった政策を進めているところであり、こうした制度の利用が進むことも期待される。 

 

（備考）１．パートナーシップ構築宣言ポータルサイトより作成。2024 年６月 21 日時点の登録企業数 48,501 社。 

２．登録率の分母は、中小企業庁が、総務省・経済産業省「令和３年経済センサス‐活動調査」を再編加工し 
て公表しているデータより算出。 
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（人手不足の中で賃金をシグナルとした労働移動が活発化する兆し、これを見据えた賃上げが重

要、中長期的には地方の産業・就業構造の変革が必要） 

人手不足問題が深刻化する中、人材を確保するために高賃金を提示することが重要となる。今

後は賃金が労働移動を促すシグナルとして機能し、生産性が低く、職務に応じて適切な賃金を提

示できない企業は人材確保ができず、結果的に企業や事業の新陳代謝が進むことが想定される。

そのため、企業経営においては一層の効率化と高付加価値化による生産性向上、それに応じて賃

金水準を高めていけるよう、経営マインドを変革していくことが求められる。 

また、第１章で製造業が立地する地域やインバウンドが好調な地域で賃金上昇率が高いことを

見たが、こうした例のように、地域の稼ぐ力を高めていくことが重要である。例えば九州や北海

道で進められている半導体産業の産業集積のようなダイナミックな投資の呼び込みにより、地方

の産業・就業構造の再編を進めていくことが中長期的に必要となる。 

ＪＡＳＭ熊本工場を始めとする半導体関連産業の集積は熊本県の県内総生産を10年間で3.4兆

円押し上げ、ラピダスについても道内総生産を14年間で11.2兆円押し上げるとの民間機関の試算

も示されている（図表４－３）。このような新たな産業集積の動きは、建設需要等の活性化により

短期的に経済を押し上げることに加え、地域の産業・就業構造の変革によって中長期的に地域経

済の活性化に寄与することが期待される。 

 

図表４－３：半導体産業の集積による経済効果（民間試算） 

 
北海道 

（2023～2036年の14年間） 

熊本県 

（2022～2031年の10年間） 

ＧＤＰ影響額 

＋11.2兆円 

※2021年度の北海道の 

道内総生産(名目)：20.5兆円 

＋3.4兆円 

※2021年度の熊本県の 

県内総生産(名目)：6.4兆円 

雇用誘発効果 

＋0.4万人 

※2021年の北海道の 

従業者数(公務を除く)：217万人 

＋1.1万人 

※2021年の熊本県の 

従業者数(公務を除く)：72万人 
（備考）１，一般社団法人北海道新産業創造機構、株式会社九州フィナンシャルグループの試算を基に作成。 

２．上記の試算結果については、各機関が一定の仮定を置いて試算したものであり、幅を持ってみる必要がある。 

 

（地方経済を支えるための公的分野の賃上げ） 

最後に公的分野の賃上げが地方経済に与える影響についてみてみたい。第２章で確認したとお

り、地方圏では、公務、医療・福祉、教育といった公的な分野に就業している者が多いため、春闘

の直接的な影響が及ばないこれらの分野でも賃上げを実現していくことが地域全体の所得と消費

の増加、こうした消費の増加に伴う派生需要を含めた生産活動の増加（ＧＤＰの増加）に欠かせ

ない。 

そこで、公的分野の賃上げが地方経済の活性化に及ぼす効果を、地方公務員の賃金上昇を想定

して定量的に確認する。2022年度の地方普通会計決算から、地方公務員人件費を概観すると23.08

兆円（都道府県：12.44兆円、市町村10.65兆円）となっており、うち国家公務員の人事院勧告に

おおむね準じて給与改定が行われる職員給は、全体の70％程度の15.96兆円（都道府県：9.09兆円、
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市町村6.87兆円）となっている24（図表４－４（１））。職員給の部門別構成比をみると、都道府県・

市町村計では教育関係が44.8％と最もシェアが高く、警察関係13.0％、議会・総務関係11.9％と

続いている25（図表４－４（２））。 

 

図表４－４：地方公務員の人件費（2022年度） 

（１） 費目別内訳 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 人事院（2023）によると、人事委員会が設置されている地方公共団体においては、人事委員会勧告を経た上で

職員給の改定が行われる。その際、地方公務員法第 24 条第２項において、職員の給与を定める際の考慮要素の

１つとして国家公務員の給与が挙げられており、人事院勧告を参考に勧告が行われている。人事委員会が置かれ

ていない地方公共団体においては、一般的には、人事院勧告や他の地方公共団体の人事院勧告等を参考にした給

与改定が行われている。 
25 なお、都道府県は政令指定都市を除く市町村の義務教育教職員の人件費を負担していることから、教育関係の

シェアが 59.9％と大きなシェアを占めている。 

69.2%
73.1%

64.5%

7.4%
8.1%

6.7%

14.6%

15.2%

13.9%

8.8%
3.6%

14.9%

都道府県・市町村計

23.83兆円

都道府県

12.44兆円

市町村

10.65兆円

職員給 退職金 地方公務員共済組合等負担金 その他

（費目別内訳、％）

15.96兆円 9.09兆円
6.87兆円

1.72兆円

3.37兆円

2.03兆円

1.00兆円

1.89兆円

0.45兆円

0.72兆円

1.48兆円

1.58兆円
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（２）職員給の部門別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）総務省「人件費の費目別内訳の状況（令和４年度）」「職員給の部門別構成比（令和４年度）」により作成。 

 

 

こうした地方公務員の職員給が１％増加した場合の各都道府県における生産波及効果額を求め

るため、「都道府県別の名目雇用者報酬の増加分」に、「マクロ的な消費性向（＝名目家計最終消

費支出（除く持ち家の帰属家賃）/名目県民雇用者報酬）」を乗じて都道府県別に名目消費の増加

分を求めた後、更に各都道府県が公表している2015年産業連関表の民間消費１単位変化に対する

生産誘発係数を乗じて算出した26。結果をみると、経済規模に比して公務員給与のシェアの高い地

方（特に西日本）では経済波及効果が高いことが分かる（図表４－５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 使用データの詳細は付注１－２参照。 
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都道府県・市町村計

15.96兆円
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議会・総務関係 民生関係 衛生関係 農林水産関係 土木関係 教育関係 警察関係 消防関係 その他

（職員給の部門別構成比、％）
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図表４－５：地方公務員の賃金が上昇した場合の生産波及効果 

（※１％の賃上げを想定した簡易的な機械計算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）１.内閣府「県民経済計算」、総務省「地方財政状況調査」、各都道府県が公表している「2015年産業関連表」から計算。 

    ２.地方公務員の職員給は令和４年度地方普通会計決算（都道府県・市町村計）。 

    ３.県内総生産比は2019年度の値に際する比率。 

    ４.産業関連表の生産誘発係数を用いて、職員給総額が１％増加した場合の各都道府県の生産波及効果を計算。 

 

 

この生産波及効果は、地方公務員給与の増加を対象に計算を行ったものであるが、地方独立行

政法人、国立大学法人、一部の私立学校法人等の職員も公務員給与を参考とした給与体系をとっ

ており、それらも含めると、地方公務員の賃上げが地方経済に与える影響はより大きくなること

が見込まれる。こうした分析結果からも、春闘における力強い賃上げの流れを地方の公的な分野

にも波及させ、物価上昇を上回る賃金上昇を達成し、定着させていくことの重要性が示唆される。 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

（県内総生産比、％） （県内総生産比、％）

生産波及効果

（左軸）

地方公務員職員給

（右軸）


